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ソニー銀行の住宅ローンを利用されるお客様、および、ソニー不動産にて不動産を購入されるお客様向けの火災保険です。
建物に必要な補償（火災やガス爆発、盗難などの人的災害や落雷・風災などの自然災害への補償）を「基本の補償」としてあら
かじめパッケージ化しており、これに、自宅から発生した火災・爆発などによる近隣住宅・家財への損害を補償する類焼損害補
償特約、盗難など不法侵入を伴う犯罪の再発を防止するための費用を補償する盗難等再発防止費用補償特約、日常生活の
賠償責任事故に備える日常事故賠償責任補償特約などがセットできます。

主な商品の販売開始

主な商品改定

1999年  9月

2002年  6月

2004年10月

2017年  1月

自動車保険（総合自動車保険 Type S）

ガン重点医療保険SURE〈シュア〉（傷害および疾病による入院・手術保障特約付がん保険）（現：ガン重点型の医療保険SURE〈シュア〉）

火災保険（住宅火災保険 Type S ・地震保険）

入院実費型の医療保険ZiPPi〈ジッピ〉（医療費保険）

2000年  7月

2001年  2月

2002年10月
2003年  6月
　　　  10月

2004年11月
2005年  5月
2007年  8月

2008年11月

2009年11月

「おりても特約」販売開始 
クレジットカードを活用した分割払いサービス
開始 
契約距離区分を4区分から5区分に拡大 

「継続割引」導入 
「新車割引」「ゴールド免許割引」導入 
インターネット申込引受対象範囲の拡大
インターネット割引を最大3,000円に増額 

「紹介割引」導入
「くりこし割引」「こえても安心サービス」導入
「SUREベーシック」「SUREワイド」販売開始
「SUREスマートフィット」販売開始
「骨髄ドナーサポート特約」導入
運転者年齢条件特約の適用範囲を同居の
ご家族等に変更 
インターネット割引を最大5,000円に増額

「運転者本人限定特約」販売開始
保険料は一生涯固定プランの契約可能年
齢上限を70歳に引上げ

2010年11月

2011年  4月

2012年  8月

2013年  1月

　　　　 6月

2015年  2月

2016年  9月
2017年  1月

契約距離区分を5区分から7区分に拡大 
「自動車事故弁護士費用等補償特約」販売開始
「先進医療費保障特約」導入 
「入院時の手術保障範囲拡大特約」導入
「証券ペーパーレス割引」「マイページ新規
申込割引」「継続時複数契約割引」導入 
インターネット割引を最大8,000円に増額
新しいノンフリート等級別料率制度を導入

「先進医療費保障特約」の支払限度額を
2,000万円に引上げ

「やさしい運転キャッシュバック型」（やさしい
運転特約）販売開始
インターネット割引を最大10,000円に増額
インターネットでの販売を開始

「がん通院保険金」「自由設計プラン」追加
「個人賠償特約」販売開始

火災保険　約款名：住宅火災保険 Type S・地震保険

お客様にとって価値ある商品を開発するとともに、お客様のニーズにお応えできるよう、随時、商品改定を行っています。

主な商品の開発と改定

 　 は自動車保険、 　 は医療保険における改定です。なお、医療保険には「ガン重点型の医療保険SURE〈シュア〉」と「入院実費型の

医療保険ZiPPi〈ジッピ〉」がありますが、以下で提示する医療保険の改定はすべて「ガン重点型の医療保険SURE〈シュア〉」における

改定です。

保険金お支払いまでの流れ
保険金請求に必要な書類をできるだけ省略・簡素化するほか、ケースによっては電話確認による示談も活用して、
保険金お支払いをスピーディーに行っています。保険金お支払いまでの流れの概略は以下のとおりです。
＊以下は自動車保険をご請求いただいた場合の一例です。事故の内容・状況により以下の流れとは異なる場合があります。

「事故受付サービスセンター」へ、事故発生状況、損害（発生）状況などをご連絡ください。
事故直後の注意点などをご説明します。事故発生のご連絡

専任担当者を決定して、担当者からお客様へ打合せのご連絡をします。事故解決および保険金
支払までの流れなどをご説明します。専任担当者からのご案内

保険金支払に必要となる保険金請求書類をご提出いただきます。立替費用がある場合には、
領収書などのご提出をお願いすることもあります。一部の保険金請求書類は省略できる場合も
あります。

保険金請求書類の作成

事故発生状況や損害物の調査を行います。お客様、相手方、修理工場などの関係者と打合
せを行い、損害額を算定します。事故発生状況・損害状況の確認

対人・対物事故では、損害額が確定し次第、相手方との示談交渉を行います。示談交渉

相手方の症状や相手方との交渉内容など、事故解決までの経過は、お客様のニーズに合
わせて電話やＥメール、ハガキでご報告します。また、ウェブサイト上のご契約者ページ（マイ
ページ）でも情報を提供します。

事故対応経過のご報告

事故解決・保険金のお支払い

自動車保険の事故解決サービス

保険金お支払いまでのサービス
担当者がお客様とダイレクトにコミュニケーションをとりますので、直接いろいろなご相談をお受けすることができ
ます。担当者は、常にお客様の立場にたち親身に対応します。

スピーディーかつ丁寧な対応でお客様の不安を取除き、お客様の納得感を追求しながら事故解決サービスを提供しています。

■「即日安心365」サービス
事故発生時のスピーディーな対応にこだわり、24時間365
日の事故受付に加えて、平日はもちろん土日でも事故受付
当日中に、代車の手配や関係各所への連絡などの初期対応
を実施し、その対応結果についてお客様にご報告します。

（＊1）

■事故受付後1時間以内の専任担当者からのご連絡
事故発生時の不安を少しでも早く軽減できるよう、事故受付
から1時間以内に事故の内容に適した専任担当者を決定し、
専任担当者からお客様にご連絡します。（＊2）

24時間365日の事故受付

（＊1）曜日を問わず365日、お電話での事故受付（初期対応に必要な情報の
確認）が20：00までに完了した、ソニー損保が示談交渉できる賠償事故
の場合が対象です。（20：00以降の事故受付分は翌日の対応となります）

（＊2）月～金の9：00～17：00（休日除く）までの間に、お電話での事故受付が
完了した場合が対象です。また、1時間以内のご連絡がふさわしくない
場合などは対象外としています。

※年月は商品改定月ではなく、特約等の導入日もしくは販売開始月を表示しています。


